
電気工事会社さま，施工店さまへのお願い 

 平成２７年１０月のスマートメーター導入に伴い，太陽光発電設備等からの発電量の計量については，

スマートメーターの双方向計量機能※を活用する予定としておりますが，このたびの取扱いの変更を踏

まえ，お申込みの際は以下の点についてご留意いただきますようお願いいたします。 

 
※１メーターで当社からの供給電力量，太陽光発電設備等からの発電量の双方を計量することができる機能 

 

●既設の住宅等に太陽光発電設備等を設置する場合で，当社との電気の供給契約に変更等が必要なく， 

 新増設申込みが不要な場合は，新たに系統連系申込みにもとづき計器取替工事が必要となります。 

  該当する場合は計器取替工事の実施に関する内容について，申込書にご記入のうえお申込みくだ 

 さい。 

 

 

②既設住宅等に太陽光発電設備等を設置する場合 

 

●住宅の新築等に合わせて太陽光発電設備等を設置する場合は，新増改築による電気設備の新設・変更 

 等の申込み（以下，「新増設申込み」という。）にもとづき，双方向計量が可能なスマートメーター 

 の取付工事が必要となります。 

  新増設申込みの際に，太陽光発電設備等の有無が確認できない場合，双方向計量可能なスマート 

 メーターの資材手配ができず，取付工事に支障が出ることが考えられます。 

  新増設申込みを行なう際，太陽光発電設備等の設置の有無について，申込書にご記入のうえ，お申 

 込みください。 

 

①住宅新築等に合わせて太陽光発電設備等を設置する場合 

 

 

●新増設申込みと太陽光発電設備等設置の申込み（以下，「系統連系申込み」という。）の電気工事

会社さまが異なる場合は，太陽光発電設備等の設置があることを電気工事会社さま間でご連携いただ

き，新増設申込みの有無や太陽光発電設備等の系統連系申込みの有無等をご確認のうえ新増設申込み

と系統連系申込みをお申込みください。 

ご留意ください 

分電盤 一般負荷 

（家電製品等） 太陽光パネル 

インバーター 
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低圧系統連系申込み 

Ａ電気工事会社さま 
による新増設申込み 
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分電盤 一般負荷 

（家電製品等） 太陽光パネル 
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東北電力株式会社 

平成２７年７月 



 

住   所 ： 〒９８４－８５０８ 宮城県仙台市若林区沖野二丁目５－１０ 
電話番号 ： ０５７０－０１０９－３３  ＦＡＸ番号 ： ０５７０－０１０９－３４ 
受付時間 ： ９：００～１７：００（土・日・祝日を除きます）   

メールアドレス ： s.jukyu33.nk@tohoku-epco.co.jp 
ホームページアドレス ： http://www.tohoku-epco.co.jp/ 

東北電力 太陽光受給センター 

●スマートメーターの設置となるお申込みについて 

 平成２７年１０月以降の新増設申込みと系統連系申込みに対して，スマー

トメーターの設置を開始いたします。 

 下表のとおり，お申込みのタイミングによって，これまで同様に売電用計

器をご準備いただく場合がありますので，十分にご留意いただきお申込みく

ださい。 

 

 

 

 

●再生可能エネルギー発電設備に関する申込書等の変更について 

 このたびの売電用計器の取扱い変更に伴い，申込書が変更となりますので，

新申込書にてお申込いただきますようお願いいたします。 

 なお、平成27年10月1日以降に、旧申込書にてお申込いただいた場合は，

不備として取扱いのうえ，新申込書の提出まで当社にて申込の受付をいたし

ませんので，予めご了承ください。 

重 要 

     0570-0109-3３ 
（受付時間 9：00～17：00，土・日・祝日除く） 

お問合せ

取扱いの変更については詳細については当社ホームページをご覧ください。 

               http://www.tohoku-epco.co.jp/ 掲載先 

 

●既連系個所への新増設申込み，もしくは太陽光発電設備等の変更に関する系統連系申込みにより，既 

 存メーターの計器容量超過となりメーター取替えが必要な場合，スマートメーターを活用して太陽光 

 発電設備等からの発電電力量を計量いたします。計器容量超過の売電用メーターは取外しが必要とな 

 りますので，当社のメーター取替工事に立ち会いのうえ取外し工事等を行なっていただきます。 

  ただし，各申込み後も既存メーターが使用できる場合には，検定有効期間の満了まで，既存メ－ 

 ターを使用いたします。 

 

   

 

③既連系個所への新増設申込み，および太陽光発電設備等の変更申込み 

《新増設申込み有，低圧系統連系申込み有（新築時に太陽光新設の例）》

① ９月申込 ９月申込 売電用計器の準備が必要
② １０月申込 １０月申込 売電用計器の準備が不要

留意点パターン 新増設申込み 系統連系申込み

 

●スマートメーターは従来型の計器と異なり，通電していないと指示数を表示することができない仕様 

 となっております。既にスマートメーターが設置されている個所で計器の取外（替）工事が必要な場 

 合は，二次側配線の取外し時の指示数をご確認のうえ，当社へお申込みください。 

④スマートメーター取外時の留意点 

スマートメーター 
（当社所有） 

従来メーター 
（当社所有） 

分電盤 一般負荷 

（家電製品等） 太陽光パネル 

インバーター 

売電用メーター 
（お客さま所有） 

http://www.tohoku-epco.co.jp/dprivate/renew/index.html

